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lDa-7 中国北京の宮廷料理について

相良喜久子（別府女子短大）

食　　物

中国北京の宮廷料理を現地北京まで渡航してスライドにし、研究したものである。中国

の皇帝や皇后が食したといわれる、宮廷料理とは何かを現地でカメラ取材をして、スライ

ドにまとめたものである。現地、北京の様子は今と昔とは様変わりをしているが、北京の

様子は今と昔も変わっていない。特に宮廷料理は昔も今もまったく同じである。中国の首

都北京のすばらしい宮廷料理は今なお北京を訪れる人たちに強い印象を与え、思い出深い

ものにしてくれるのである。宮廷料理を通して、中国の人たちの文化に触れることが出来

る。皇帝や皇后を中心とした社会で皇室はもちろんのこと、中国の一般の国民の文化にも

触れることが出来るのである。皇帝は「ラストエンペラー」という映画で一役世界中に有

名になったのである。この皇帝を通して中国とは何なのか、皇帝が目指した中国国民の幸

福とは何なのか？かいま見ることが出来ると思う。又、皇后は西太后として日本にも有名

になった皇后である。皇后が残した中国国民の富とは何なのか？今、新たに考えさせられ

るものがある。中国北京の宮廷料理の研究で中国の食文化を今さらなからに考えなければ

ならないと思う。中国の豊かさ、そして文化を考えさせられる研究である。
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（＊名 古 屋 工 業 大 、＊＊椙 山 女 学 園 大、＊＊＊一 宮 女 子 短 大）

【目的】明治44年工場法の法案が成立し、大正5年に施行された。この法律は労働者保護

を目的として作成そして施行された法律である。諸外国では明治35年（1902 年）に労働者を

保護することを目的として工場法、および労働者保障法が成立し、日本も明治35年に「工

場法案ノ要領」を作成している。さらに」こ場法成立のために各調査を農商務省商.11局工務

課が行ない、I'.場法成立の基樅調査となる 目陰r.'川i'f I を明治ui年に印刷した。

本発表では、工場法施行以降の大正10年代の織物工場の未公開資料を中心に分析を行っ

た結果を発表する。この資料は愛知県尾西市三条の鈴鎌毛織KKによるものである。戦前か

ら戦後にかけ日本国内では、企業統制が行われた。尾西市三条も例に漏れることなく統制

が行われ、その結果として数多くの未公開資料が保存されている。この資料は日清戦争後

の近代日本の経済を支えた人々の労働状態を如実に物語る資料類である。特にジェンダー・

スタディーと工場での食環境からの観点から女工に焦点をあてその実態を明らかにする。

【方法】文献調査（旧法令集、職工事情、鈴鎌毛織資料、尾西市周辺資料など）

【結果及び考察】工場法以前と以後の女工の生活（ 賃金状況、食費、労働時間などの）の

比較を行ない、近代労働の礎となった女性たちの生活を食を通して考察するものとする。
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